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担当課

1
市民に対するワーク・ライフ・
バランスの意識啓発

講座・講演会等の開催や啓発資料の配布
等を行い、ワーク・ライフ・バランスの
意識啓発に努めます。

講座・講演会・ホームページ等での啓発 B

ホームページ及び男女共
同参画情報誌にて啓発を
行ったが、さらなる啓発活
動を検討する。

講座・講演会・ホームページ等での啓発 38 市民活動推進課

2
企業に対するワーク・ライフ・
バランスの意識啓発

企業に対して、育児・介護休業及び年次
有給休暇の取得促進、長時間労働の是
正、時短勤務、テレワーク、フレックス
タイム制の導入等、ワーク・ライフ・バ
ランスの実現に向けた職場環境づくりに
向け働きかけます。

国・県からの啓発資料の設置（庁内、出先機関、商工会議
所） B 一定の取組はできた。

国・県からの啓発資料の設置（庁内、出先機関、商工会議
所）

38 商工労働課

3
職員に対するワーク・ライフ・
バランスの意識啓発

職員の時間外勤務の削減や育児・介護休
業及び年次有給休暇取得促進、時短勤
務、テレワークの実施等、働き方の見直
しに取り組むとともに、ワーク・ライ
フ・バランスの意識啓発に取り組みま
す。

特定事業主行動計画に基づき、職場環境を整備 B

働きやすい職場環境の実現
のため、事務応援制度の活
用や理由書の提出による時
間外勤務分析等、業務を効率
化・平準化するための取組を
実施した。

特定事業主行動計画に基づき、職場環境を整備 38 人事課

1
子育てを社会全体で支援す
るための意識啓発の推進

地域、学校、団体、事業所など、地域社
会全体で子育て支援に取り組むための基
本的指針となる「子ども・子育て支援事
業計画」の着実な推進を図ります。

子ども・子育て協議会　1回 A 当初の目的を達成すること
ができた。

子ども・子育て協議会　5回 39 子育て支援課

2
地域における子育て支援の
体制整備

地域における子育て支援を推進するた
め、地域活動組織の育成支援や地域子育
て支援センターの実施、ファミリーサ
ポートセンターの会員の増加に取り組み
ます。

・地域活動組織　7組織
・ファミリーサポートセンター　1箇所
　会員数344人（うち依頼会員250人
　提供会員42人　両方会員52人）
　利用件数　230件

B

ファミリーサポートセンター
では、活動を支えていただ
く提供会員の更なる確保に
努める必要がある。

・地域活動組織　7組織
・ファミリーサポートセンター　1箇所
　会員数350人（うち依頼会員250人,提供会員50人、
　両方会員50人）
　利用件数　300件

39 子育て支援課

・子育てコンシェルジュ声かけ件数　2,529件
・家庭児童相談件数　60件 B おおむね目標どおり取り組

むことができた。
・子育てコンシェルジュ声かけ件数　2,600件
・家庭児童相談件数　60件

40 子育て支援課

・すくすく相談：24回　96人
・離乳食ひろば：4回　35人
・あんしん子育てひろば：2回　19人
・幼児食ひろば：4回　25人

B
予定の開催回数は全て実
施できたが、もう少し参加
者を増やしていきたい

・すくすく相談：12回　50人
・離乳食ひろば：4回　35人
・あんしん子育てひろば：2回　30人
・幼児食ひろば：4回　25人

40 健康増進課

4
多様化する保育ニーズに対
応した保育サービスの充実

延長保育や一時保育、病児保育、障がい
児保育などの充実を図り、多様化する保
育ニーズに対応した保育サービスの提供
に努めます。

・延長保育 13箇所
・一時預かり事業 8箇所
・医療的ケア児の受入　1箇所
・病児保育実施　 2箇所

B おおむね目標どおり取り組
むことができた。

・延長保育 13箇所
・一時預かり事業 8箇所
・医療的ケア児の受入　1箇所
・病児保育実施　 2箇所

40 子育て支援課

5 放課後児童クラブの充実

放課後児童クラブにおいて、児童の保護
者が安心して働くことができる環境づく
りに努めます。また、希望するすべての
家庭が利用できる体制の整備に努めま
す。

・児童クラブ　12ヶ所
・児童館　　　6ヶ所 A 十分な取組ができた。

・児童クラブ　12ヶ所
・児童館　　　6ヶ所

40 子育て支援課

6 家族介護者への支援の充実

介護者の高齢化など、介護者が抱える身
体的・精神的負担の軽減を図るため、介
護者に対する支援体制の充実を図りま
す。

・家族介護者交流事業　52人 B

前年度比32人増となり、コ
ロナ前の水準に戻ってい
る。今後も事業周知に努め
ていく。

・家族介護者交流事業　65人 40 高齢福祉課

・家庭児童相談件数　71件 A 十分な取組ができた。 ・家庭児童相談件数　60件 40 子育て支援課

・各校へのスクールカウンセラーの配置：全学校設置
・派遣要請に応じたスクールソーシャルワーカーの派遣：
全小・中学校配置
・グローイングハートプロジェクトの全校実施：緊急派遣要
請にすべて対応実施

A
ヤングケアラーの支援に係
る3項目の目標について、
すべて行うことができた。

・各校へのスクールカウンセラーの配置：全学校設置
・派遣要請に応じたスクールソーシャルワーカーの派遣：
全小・中学校配置
・グローイングハートプロジェクトの全校実施：緊急派遣要
請にすべて対応実施

40 学校教育課

3
子育てに関する相談支援体
制の充実

子育て総合支援センター「スマイルキッ
ズ」において、子育て世代の誰もが気軽
に立ち寄ることができ、総合的な子育て
支援・相談をワンストップで受けること
ができる体制を維持します。

7 ヤングケアラーの支援
家族の介護等を行っている子どもへの相
談体制の充実に努めます。
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1 仕事と生活の調和（ワーク･ライ
フ･バランス）の啓発

子どもを育てやすい環境づくり
と介護支援の充実

仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）の推進

1誰もが活躍でき
る多様性のある
地域社会づくり

1 ページ
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担当課

1
男性の働き方に対する意識
改革の促進

国や県、関係機関等が開催するセミナー
情報や啓発資料の配布等により、テレ
ワークや時短勤務、フレックスタイム制
の導入等、男性の働き方についての意識
改革を促進します。

パンフレット・ホームページ等による啓発 C
窓口にパンフレットを設置
し、男女共同参画情報誌に
て啓発を行った。

パンフレット・ホームページ等による啓発 41 市民活動推進課

2
男性職員の育児・介護休業
制度等の普及・啓発

男性職員（市役所）への育児・介護休業
取得の啓発をするとともに、休業や時短
勤務等が取得しやすい職場環境の整備を
図ります。

・特定事業主行動計画に基づき、職場環境を整備
・該当職員へ個別に啓発 B

令和３年度の数値と比較して、約
２倍の実績となっている。また、職
員に対して勧奨等を行うことで、
今後も職場環境の改善を目指
す。

・特定事業主行動計画に基づき、職場環境を整備
・該当職員へ個別に啓発

41 人事課

3
男性の家事・育児等に関する
学習機会の充実

男性が積極的に家事や育児等に関わるこ
とができるよう、地域交流センターにお
いて男性料理教室等の講座を開催しま
す。

111回　2,087人 B
参加者の固定、高齢化による受
講者数の減少はあったが、目標
数程度の参加はあった。

120回　2,200人 41 社会教育課

1
各種審議会等における女性
登用の推進

各種審議会等委員の積極的な女性の登用
を図ります。

審議会等の設置及び運営等に関する指針に基づいた適
正運営の推進、助言 B

令和3年度の数値と比較して、
0.3％の減少とはなっているもの
の、目標値は確保はできている。

審議会等の設置及び運営等に関する指針に基づいた適
正運営の推進、助言

42 人事課

2 市政への参加の促進

市民意見公募（パブリックコメント）制
度活用による多様な主体の市政への参画
機会を促進します。

実施（4回） A 制定する過程において適宜
実施している

市の基本的な計画、条例等を策定、制定する過程におい
て随時実施

42 企画課

1 女性職員の活躍推進

多様な研修による女性職員の能力開発を
推進するとともに、女性職員の職域拡大
を図り、職務を幅広く経験できる人事配
置を展開します。

・山口県ひとづくり財団等が実施する研修への参加機会の
確保
・成績主義、能力の実証に基づく昇任・昇格の実施

B

山口県ひとづくり財団が実施する研
修の女性の参加割合は、約５割と
なっている。
また、係長級以上の役職者に占め
る女性職員の割合は、微減している
ものの、人材育成、意識啓発を行い
ながら、成績・能力に基づく昇格に
務める。

・山口県ひとづくり財団等が実施する研修への参加機会の
確保
・成績主義、能力の実証に基づく昇任・昇格の実施

43 人事課

・協力要請　企業訪問時随時
・ミニ面接会の開催（年5回） A 目標を上回る取組ができた。

・協力要請　企業訪問時随時
・ミニ面接会の開催（年4回）

43 商工労働課

企業・民間団体等への女性の登用促進の啓発及び協力要
請 B

ホームページにて「やまぐ
ち女性の活躍推進事業者」
を掲載し啓発を行った。

企業・民間団体等への女性の登用促進の啓発及び協力要
請

43 市民活動推進課

1
男女の均等な雇用機会確保
の啓発

国や県、関係機関等と連携し、男女の均
等な雇用機会や待遇の確保が図られるよ
う「男女雇用機会均等法」の関係法や制
度などの周知に努めます。

国・県からの啓発資料の設置（庁内、出先機関、商工会議
所） B 一定の取組はできた。

国・県からの啓発資料の設置（庁内、出先機関、商工会議
所）

44 商工労働課

2
事業所における意識改革の
推進

男女共同参画に向けた自主的な活動に積
極的に取り組む事業者等を支援する「や
まぐち男女共同参画推進事業者」等の制
度周知を図り、市内の認証事業所が増え
るように努めます。

ホームページにて啓発 A
ホームページにて「やまぐ
ち男女共同参画推進事業
者」を掲載し啓発を行った。

ホームページにて啓発 44 市民活動推進課

3
労働相談に関する情報の提
供

さまざまな労働問題に関する相談窓口を
周知するとともに、その活用の推進を図
ります。

国・県からの啓発資料の設置（庁内、出先機関、商工会議
所） B 一定の取組はできた。

国・県からの啓発資料の設置（庁内、出先機関、商工会議
所）

44 商工労働課

1
就業・再就職対策の充実促
進

地域職業相談室の利用促進を図るととも
に、資格や技能取得に関する情報提供を
行います。また、雇用調整等により離職
を余儀なくされた方々の様々な相談に対
応するため、「再就職支援窓口」を開設
し、再就職支援・生活支援等を行いま
す。

・地域職業相談室、再就職支援窓口の開設
・資格や技能取得情報の提供 B 一定の取組はできた。

・地域職業相談室、再就職支援窓口の開設
・資格や技能取得情報の提供

45 商工労働課

2
雇用分野における関係法令
等の周知

国や県、関係機関等と連携し、労働環境
の整備等の改善が図られるよう雇用分野
における関係法令や制度の周知に努めま
す。

国・県からの啓発資料の設置（庁内、出先機関、商工会議
所） B 一定の取組はできた。

国・県からの啓発資料の設置（庁内、出先機関、商工会議
所）

45 商工労働課

2
事業所等における女性の参
画の推進

企業、民間団体等への女性の登用が促進
されるよう、啓発活動に取り組みます。

政策・方針決定過程への女性の
参画の推進

2

均等な雇用機会と待遇の確保1

2 多様な働き方を受容する環境
の整備

2

3 誰もが能力を発揮できる就業環
境の整備

　

Ⅰ 1

男性の働き方改革と家事・育
児・介護の支援

市政における女性の参画の推
進

仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）の推進

3

1

誰もが活躍でき
る多様性のある
地域社会づくり

市・企業等の意思決定過程へ
の女性の参画の推進

2 ページ
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担当課

1
ひとり親家庭に対する経済的
支援

児童扶養手当や医療費助成、ひとり親家
庭高等職業訓練促進給付金、ひとり親家
庭自立支援教育訓練給付金など、ひとり
親家庭に対する経済的な支援を行いま
す。

母子家庭高等技能訓練促進費等給付金の支給：6人支給 A 十分な取組ができた。 母子家庭高等技能訓練促進費等給付金の支給：10人支給 46 子育て支援課

2 相談業務の充実

母子父子自立支援員等による相談窓口の
周知を図るとともに、相談者に応じた支
援に関する様々な情報を提供します。

母子父子自立支援員相談件数　118件 A 十分な取組ができた。 母子父子自立支援員相談件数　100件 46 子育て支援課

3 就業・再就職支援の推進

地域職業相談室や再就職支援窓口におけ
る職業相談・紹介、再就職支援や、就労
に必要な資格や技能習得に関する情報提
供を行います。

・地域職業相談室、再就職支援窓口の開設
・資格や技能取得情報の提供 B 一定の取組はできた。

・地域職業相談室、再就職支援窓口の開設
・資格や技能取得情報の提供

46 商工労働課

1
農林水産業従事者における
家族経営協定の普及

家族で農林水産業経営に従事する世帯員
が、経営方針や役割分担、家族が働きや
すい就業環境などについて家族間で取り
組める「家族経営協定」の普及に努めま
す。

農林水産業従事者における家族経営協定の啓発 A
対象となる家族経営の農家は、
ほぼ「家族経営協定」を締結して
いる。

農林水産業従事者における家族経営協定の啓発 47 農業委員会

2
農林水産業の経営や起業に
関する情報提供

女性に向けた農林水産業に関する経営や
起業等に関する情報提供を行い、新たな
担い手の育成・確保に努めます。

農協・県漁協各支店等と連携した技術・経営管理講習会等
の開催：4回 A

市生活改善実行グループ
連絡協議会において、先進
地視察等を行った。
また、ステキ女子実行委員
会において、マルシェ等を
開催した。

農協・県漁協各支店等と連携した技術・経営管理講習会等
の開催：1回

47 農林水産課

1
地域活動団体等への情報提
供・学習機会の充実

女性団体連絡協議会の構成団体やふるさ
とづくり協議会、社会教育団体等に対し
て、多様な主体が地域活動に参加する
きっかけとなるよう情報や学習機会を提
供します。

女性団体連絡協議会の構成団体やふるさとづくり協議会
等への情報提供 B 会合や研修の事務を補助

している。
女性団体連絡協議会の構成団体やふるさとづくり協議会
等への情報提供

48 市民活動推進課

2
地域づくりの担い手の育成・
活用の促進

地域交流センターの講座・教室やクラブ
等の活動を支援することにより、地域づ
くりの担い手を育成し、生涯学習活動の
促進を図ります。

地域交流センター活動の教室、クラブ等により生涯学習ボ
ランティアの育成を支援 A

地域交流センター主催講
座、生涯学習クラブともに
前年度よりも利用者が増加
している。

地域交流センター活動の教室、クラブ等により生涯学習ボ
ランティアの育成を支援

48 社会教育課

3
ボランティア活動やNPO活動
等への支援

誰もが気軽にボランティア活動に参加で
きるよう、市民活動団体やNPOの活動の情
報提供行います。また、市民活動セン
ターを活用した市民活動団体への支援の
充実を図ります。

市民活動支援センターを活用した、市民活動団体支援
・情報収集提供、活動支援（イベント紹介） C

市民活動団体へイベントや
助成金等の情報提供を実
施したが、協創の促進に向
けてさらなる支援が重要

市民活動センターを活用した、市民活動団体支援
（情報収集提供、人材育成・研修、活動支援・相談、活動拠
点の提供、協創の促進）

48 市民活動推進課

4
地域活動団体の意思決定の
場への多様な主体の参画促
進

地域活動団体において性別等による固定
的な役割分担意識を解消し、誰もが意思
決定の場へ参加できるように啓発を行い
ます。

地域活動団体の意思決定の場へ女性の参画を促進
・市ふるさとづくり協議会理事73名：うち女性理事13名
・自治会長　338名：うち女性35名

C

前年度より女性の割合が
やや減少しており、女性理
事・自治会長の数を増やし
て、女性の参画を促進して
いくことが求められる。

地域活動団体の意思決定の場へ女性の参画を促進
・市ふるさとづくり協議会理事73名：うち女性理事13名
・自治会長　338名：うち女性35名

48 市民活動推進課

1
防災会議における女性参画
の推進

防災会議における女性委員の積極的な登
用を進め、女性の意見を導入できる環境
整備を図ります。

山陽小野田市防災会議女性委員（2人） D

防災会議員は、１号委員か
ら８号委員までは災害基本
法に基づく防災関係機関の
役職者である。市が依頼で
きる９号及び１０号委員に
おいては積極的に女性委
員の登用を依頼している。

山陽小野田市防災会議委員（3名） 49 総務課

2
防災活動における女性参画
の推進

防災の現場への女性の積極的な登用を促
進するため、消防団員の加入や防災士の
資格取得などにおいて、女性の参画を推
進します。

山陽小野田市防災会議（1回） A 防災会議を開催した。 山陽小野田市防災会議1回 49 総務課

性の多様性や子育て世帯等に配慮した避難所運営のため
のニーズ把握
・防災に関する講演会の実施（女団連の講演会）

B
防災に関する講演会を実
施し、避難所運営について
学ぶ機会を提供した。

性の多様性や子育て世帯等に配慮した避難所運営のため
のニーズ把握

49 市民活動推進課

女性の視点も取り入れた避難所の運営
（備蓄品である使い捨て哺乳瓶100瓶と液体ミルク96食の
更新）

B
備蓄品している使い捨て哺
乳瓶と液体ミルク等の幼児
用品の更新を行った。

女性の視点も取り入れた避難所の運営 49 社会福祉課

避難所運営におけるニーズ
の把握

性の多様性や子育て世帯等に配慮した避
難所運営のためのニーズ把握と連絡調整
に努めます。

3

地域づくりにおける男女共同参
画の推進

1

防災活動における男女共同参
画の推進

2

誰もが参加できる地域社会づく
りの整備

4

3 誰もが能力を発揮できる就業環
境の整備

農林水産業における男女共同
参画の推進

4

3

　

Ⅰ 誰もが活躍でき
る多様性のある
地域社会づくり

ひとり親家庭等に対する支援

3 ページ
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担当課

1
国際理解のための学習機会
の充実

外国人のための日本語教室の開催や日本
語学習支援者向け講座の実施により、外
国人住民への学習機会の充実を図り、ま
たその環境整備に努めます。

外国人のための日本語教室の開催/日本語学習支援者向
け講座の開催
・小野田教室：年間を通じ週１回
・厚狭教室：年間を通じ月１回
・支援者向け講座：1回

A
日本語教室の内容の充実
を図り、質の向上に努め
た。

外国人のための日本語教室の開催/日本語学習支援者向
け講座の開催
・小野田教室：年間を通じ週１回
・厚狭教室：年間を通じ月１回
・支援者向け講座：２回

50 市民活動推進課

2 外国人への情報提供

関係機関からの各種情報について、多言
語による情報発信を行うとともに、様々
な媒体を活用した情報発信に努めます。

関係機関からの各種情報の提供 B やさしい日本語の活用を意
識した情報発信を行った。

関係機関からの各種情報の提供 50 市民活動推進課

3 友好都市交流の推進

本市の友好都市であるオーストラリア・
モートンベイ市への中学生海外派遣事業
をはじめとした交流事業を実施すること
により、両市の友好親善と相互理解を深
めるとともに、市民が世界の文化に触れ
る機会を増やします。

モートンベイ市への中学生海外派遣事業を実施 A

中学生海外派遣事業のみ
ならず、モートンベイ市幹部
の本市訪問、中学生と現地
高校生のWEB交流等、友
好都市との距離感がより身
近なものとなった。

モートンベイ市への中学生海外派遣事業を実施 50 市民活動推進課

4 国際交流団体等への支援

市国際交流協会へ財政的・人的支援を行
うことにより、市民レベルの国際交流を
促進し、国際的な理解と国際感覚豊かな
人材の育成を図ります。

世界の料理教室の実施１回
市国際交流協会への助成（ホストファミリー助成　１１件） B

これまでどおり、ホストファミ
リー助成を継続し実施して
いる。また、コロナ禍に休止
していた世界の料理教室等
の行事を再開させ、食文化
から国際意識の醸成を図っ
た。

市国際交流協会への助成（ホストファミリー助成　１０件） 50 市民活動推進課

5 多文化共生の推進

多文化共生社会の実現を図るため、外国
人住民が地域社会の一員として共に生活
していくための環境整備を図ります。

多文化共生社会の実現を図るため、講演等を実施 A
ヒューマンフェスタにて多文
化共生についての講演を
実施した。

多文化共生社会の実現を図るため、講演等を実施 50 市民活動推進課

1
性の多様性に関する理解促
進

多様な性への理解を深めるための啓発や
学習機会の提供を行い、ジェンダー平等
の推進を図ります。

市広報・パンフレットによる啓発
啓発物品の活用 A

男女共同参画情報誌を作
成し、性の多様性について
啓発した。

市広報・パンフレットによる啓発
啓発物品の活用
職員への説明会の開催

52 市民活動推進課

2
パートナーシップ制度の調
査・研究

性の多様性への理解を社会全体で広げて
いけるよう、「パートナーシップ制度」
についての調査・研究を進めます。

「パートナーシップ制度」についての調査・研究 A
先進地である宇部市へ視
察に行き、調査・研究を
行った。

「パートナーシップ制度」についての調査・研究
職員への説明会の開催

52 市民活動推進課

1
多様性を尊重する教育機会
の充実

子どもたちが固定的な性別役割分担等に
とらわれず、多様な生き方の選択ができ
るよう、多様性を尊重する視点に立った
指導の充実に努めます。

県指針及び推進資料に展開例を全校実施 A

多様性、ジェンダー平等など人権
を尊重する視点に立った学習指
導、進路指導を始めとする教育活
動を年間指導計画に基づき行うこ
とができた。

県指針及び推進資料に展開例を全校実施 53 学校教育課

2
地域とともにある学校づくり
の推進

学校運営協議会、地域教育協議会による
学校・地域協働活動や学校支援の推進等
により、地域とともにある学校づくりを
推進します。

全学校実施 A

各学校において、学校運営協議
会を協議の場、地域教育協議会
を活動推進の場として、学校・地
域協働活動や学校支援を推進し
た。

全学校で実施 53 学校教育課

3
保護者に対するジェンダー平
等の意識醸成

人権教育や性教育に係る授業参観や研修
会の開催、学校だより等により、保護者
に対するジェンダー平等の意識の醸成に
努めます。

全学校で実施 A

各学校において、年間指導
計画に基づいた授業研究
や人権参観日、また教育講
演会等の計画的な実施をと
おして、ジェンダー平等の
意識の醸成に努めた。

全学校で実施 53 学校教育課

4
教職員への意識啓発・研修
の充実

ジェンダー平等の意識に立った無意識の
思い込み（アンコンシャス・バイアス）
の排除に努めるとともに、男女共同参画
の意識を高めていくため、各種研修会へ
の参加を促します。

全学校で実施 A

各学校において、例年の
小・中学校管理職人権教育
研究協議会や小・中学校人
権教育担当者研究協議会
への参加と各研究協議会
の復伝を行った。

全学校で実施 53 学校教育課

誰もが尊重し合
い多様性を認め
合う
意識づくり

多様性を尊重する学校教育の
充実

1

誰もが参加できる地域社会づく
りの整備

4

多様性を尊重する人権教育・学
習の推進

6

ジェンダー平等の視点に立った
市民意識の醸成

5
　

Ⅱ ジェンダー平等の推進1

　

Ⅰ 誰もが活躍でき
る多様性のある
地域社会づくり

国際交流と多文化共生の推進3
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担当課

1 人権を考える集いの開催

多様性や人権の尊重意識の啓発を図るた
め、人権講座やヒューマンフェスタさん
ようおのだを開催し、人権啓発を推進し
ます。

人権講座（4回）及びヒューマンフェスタさんようおのだ（1
回）の開催 A

アンケートでは参加者の9
割以上が、人権問題につい
ての関心・理解が深まった
と回答した。

人権講座（4回）及び人権ふれあいフェステュバル（1回）の
開催

54 市民活動推進課

2
地域交流センターの講座や
地域行事の開催

男女共同参画に関する理解を深めるた
め、地域交流センターの講座や地域での
行事を通じた学習機会の充実を図りま
す。

39回　15,285人 A

コロナによる自粛がなくなっ
たため昨年度に比べ参加
者数が増加しているが、コ
ロナ前と比較すると減少傾
向である。

40回　15,000人 54 社会教育課

3 学校施設の地域開放

男女を問わず、日常のスポーツ活動を通
した交流の場を広く提供するため、学校
の体育館、運動場を開放します。

開放率100％ A 学校と協力して地域開放に
努めた。

開放率100％ 54 教育総務課

4
体育施設の充実
（スポーツ教室の開催）

日常生活におけるスポーツ活動を活発に
するため、誰もが運動することができる
場を提供します。

18回 A
計画どおり教室を開催し
た。参加者の拡大に引き続
き取り組む。

20回 54 文化スポーツ推進課

・地域交流センター情報のホームページ掲載
・地域交流センターだより発行　各校区内回覧 A

ほとんどのセンターでホー
ムページの掲載やセンター
だよりの発行を行うように
なった。さらなる充実を図り
たい。

・地域交流センター情報のホームページ掲載
・地域交流センターだより発行　各校区内回覧

54 社会教育課

市広報・ホームページ等による学習機会の情報提供 A
市広報・ホームページ・ＬＩＮ
Ｅにて人権講座や男女共
同参画講座を周知した。

市広報・ホームページ等による学習機会の情報提供 54 市民活動推進課

女性の能力開発や人材育成を目的とした講座等の学習機
会の情報を提供 A

「男女共同参画の日」講演
会にて人材育成を目的とし
た講演を開催した。

女性の能力開発や人材育成を目的とした講座等の学習機
会の情報を提供

55 市民活動推進課

女と男のいきいき市民カレッジ（4回/計91名） B

講座内容で参加者のばら
つきがあるため、より多くの
方に興味を持ってもらえる
講座内容にし、参加者を増
やす必要がある。

女と男のいきいき市民カレッジ（4回/計91名） 55 社会教育課

2 女性団体等への支援

女性団体等への活動支援や自主的活動及
び団体間の交流会等を支援し、多様な主
体からリーダーとなる人材育成と発掘に
取り組みます。

女性団体の育成、自主的活動及び団体間の交流活動の
支援
・1団体、講演会３回

A 会合や研修の事務を補助
している。

女性団体の育成、自主的活動及び団体間の交流活動の
支援
・1団体、講演会３回

55 市民活動推進課

3 組織充実のための支援
女性リーダーセミナーの開催、組織充実
のための情報提供や講座等を行います。

女性教育リーダーセミナー（1回/156名） A

セミナー参加の声掛けを行
い多くの方に参加していた
だき、参加者は昨年より増
加した。

女性教育リーダーセミナー（1回/156名） 55 社会教育課

女性の能力開発や人材育成を目的とした
講座等の開催や学習機会の充実と情報提
供を行います。

誰もが尊重し合
い多様性を認め
合う
意識づくり

5

1
女性のエンパワーメントを支
援するための学習機会や情
報の提供

多様性を尊重する社会教育の
充実

多様性を尊重する人権教育・学
習の推進

6

人権教育・男女共同参画に関する理解を
深めるため、市広報やホームページ等に
よる学習機会の情報提供を行います。

情報提供の充実

　

Ⅱ

多様性を尊重する共生社会の
リーダーの養成

3

2

5 ページ
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担当課

1 DVに関する広報・啓発

パートナー間におけるDV等の暴力につい
て正しく理解し、社会全体で暴力を許さ
ない意識を醸成するため、市広報やホー
ムページ、パンフレット等を活用し、啓
発活動に取り組みます。

随時、市役所トイレ、市民課窓口、出先機関に相談窓口
カードを設置 A

窓口にリーフレットを設置
し、市役所トイレ等に相談
窓口の分かるカードを設置
している。

随時、市役所トイレ、市民課窓口、出先機関に相談窓口
カードを設置
啓発ポスターをデジタルサイネージにて掲示

57 市民活動推進課

2
性犯罪・売買春・ストーカー行
為等の防止啓発

ポスターやパンフレット等の配布等によ
り、性犯罪・売買春・ストーカー行為の
防止啓発に努めます。

随時、窓口にリーフレットを設置 A 窓口にリーフレットを設
置している。

随時、窓口にリーフレットを設置
市役所トイレに相談窓口カードを設置
啓発ポスターをデジタルサイネージにて掲示

57 市民活動推進課

3 デートDVに関する啓発

若年層に対して、デートDVに関する正し
い理解を促進するための啓発に努めま
す。

随時、ポスター、リーフレット等の設置
　「20歳のつどい」にて「デートDV」リーフレット配布 A

窓口にポスターやリーフレット
を設置し、２０歳のつどいにて
リーフレットを配布した。

随時、リーフレット等の設置
　「20歳のつどい」にて「デートDV」リーフレット配布
啓発ポスターをデジタルサイネージにて掲示

57 市民活動推進課

4 犯罪防止の環境整備

犯罪を未然に防ぐため、防犯外灯や防犯
カメラを設置する自治会等に対して補助
金を交付します。

補助金交付
防犯外灯新設10灯、防犯カメラ新設0台 B 自治会等からの補助金申

請が年々減っている。
補助金交付
防犯外灯新設30灯、防犯カメラ新設10台

57 生活安全課

1 相談窓口、相談機関の周知

市広報やホームページ、パンフレットの
配布等により、相談窓口・相談機関の周
知に取り組みます。

随時
・市役所トイレ、市民課、出先機関等に相談先窓口カード
設置
・市広報に相談先掲示
・ホームページ掲示

A

窓口にリーフレットを設置
し、市役所トイレに相談窓
口の分かるカードを設置し
ている。

随時
・市役所トイレ、市民課、出先機関等に相談先窓口カード
設置
・市広報に相談先掲示
・ホームページ掲示

59 市民活動推進課

2 相談体制の充実

DV相談員を配置し、複雑化・多様化する
被害者からの相談に対して、適切に対応
するとともに、相談しやすい体制づくり
に努めます。また、庁内関係課や関係機
関と連携を強化し、きめ細やかな対応が
できるよう努めます。

相談員による相談の体制の充実強化
・相談員によるDV相談：63件
・配偶者等暴力相談支援連絡協議会にて注意喚起

B

配偶者等暴力相談支援連
絡協議会にて関係課や関
係機関との連携を再確認
し、相談体制の充実強化を
図った。

相談員による相談の体制の充実強化
・相談員によるDV相談
・配偶者等暴力相談支援連絡協議会にて注意喚起

59 市民活動推進課

3
各種相談員のDV等に関する
相談技術の向上

DVや男女共同参画等に関する研修に積極
的に参加し、複雑化・多様化する相談内
容に適切に対応できるようスキルの向上
を図ります。

専門機関が実施する専門的・実践的な研修（オンライン含
む）への参加
14回

A

相談業務の向上を図るた
め、専門機関が実施する専
門的・実践的な研修に参加
した。

専門機関が実施する専門的・実践的な研修（オンライン含
む）への参加

59 市民活動推進課

4 DV被害者の安全確保

県や警察等の関係機関と連携を強化し、
被害者の状況に応じて迅速な安全確保に
努めます。

県、警察、庁内関係部署等と連携した相談員によるＤＶ相
談の実施　63件 A

相談内容により関係する課
と連携しながら実施してお
り、被害者の安全確保のた
め警察等との連携を図るこ
とができた。

県、警察、庁内関係部署等と連携した相談支援員によるＤ
Ｖ相談の実施

59 市民活動推進課

1
被害者の自立に向けた情報
提供

県や庁内関係課と連携し、被害者の自立
に向けた相談や情報提供に努めます。

県や庁内関係課と連携した相談員によるDV相談　63件 A

相談内容により関係する課
や関係機関と連携しながら
実施しており、自立に向け
た支援を行うことができた。

県や庁内関係課と連携した相談支援員によるDV相談の実
施

60 市民活動推進課

2
被害者の自立に向けた支援
体制の充実

被害者の状況に応じて、県や庁内関係
課、関係機関と連携し、就業や生活支援
等の自立支援の充実を図ります。

随時 A 生活支援を行い、自立に結び
付けることができた。 随時 60 関係課

随時 B
相談体制はあるが、ハラス
メントに関する相談はな
かった。

随時 61 市民活動推進課

・ハラスメント防止に関する要綱等の制度周知
・ハラスメント相談窓口の充実 B

ハラスメントの調査を実
施し、その結果を踏めて
改めて制度の周知を図る
とともに、全職員に対す
る注意喚起を行った。

・ハラスメント防止に関する要綱等の制度周知
・ハラスメント相談窓口の充実

61 人事課

2
事業所等に対するセクシュア
ル・ハラスメント等に関する情
報提供・啓発

事業所等におけるセクシュアル・ハラス
メント等の防止に関する事業主の講ずる
措置に関する情報提供や啓発を行いま
す。

国・県からの啓発資料の設置（庁内、出先機関、商工会議
所） B 一定の取組はできた。

国・県からの啓発資料の設置（庁内、出先機関、商工会議
所）

61 商工労働課

3
職員に対するセクシュアル・
ハラスメント等に対する意識
の醸成

「ハラスメントの防止等に関する要綱」
に基づき、職員のハラスメント防止に向
けた意識の醸成を図ります。

ハラスメント防止に向けた意識啓発の実施 B

ハラスメントの調査を実
施し、その結果を踏めて
改めて制度の周知を図る
とともに、全職員に対す
る注意喚起を行った。

ハラスメント防止に向けた意識啓発の実施 61 人事課

市広報やホームページ等を通じてセク
シュアル・ハラスメント、パワー・ハラ
スメント、ジェンダー・ハラスメント等
の様々なハラスメント防止に向けた啓発
に努めます。

様々なハラスメントの防止の
啓発

1

誰もが安心して
暮らせる地域社
会づくり

被害者の自立に向けた支援3

セクシュアル・ハラスメント等の
防止対策の推進

4

パートナー間のあらゆる暴力を
許さない社会意識の醸成

1

相談体制の充実及び被害者の
保護

2

　

Ⅲ パートナー間におけるあらゆる
暴力の根絶

7
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担当課

1
介護予防、認知症予防の推
進

高齢者が自分らしく健やかに安心して生
活を送ることができるよう、介護予防を
推進し、介護予防サービスの充実を図り
ます。

・あたまの健康チェック受験者
　188名
・介護予防関係講座の参加者
　延べ774名
・住民運営通いの場　90箇所

B

介護予防、認知症予防関
係講座の延べ参加者数が
前年と比較して大きく増加
している。今後も介護予防
の推進に努めていく。

・あたまの健康チェック受験者
　250名
・介護予防関係講座の参加者
　延べ900名
・住民運営通いの場　100箇所

63 高齢福祉課

2 健康づくりの推進

市民の健康寿命の延伸を目指すために、
心身の健康を保ちつつ、誰もが年を重ね
ていくことができる「スマイルエイジン
グ」を推進し、「知守」「食事」「運
動」「交流」の４つの分野において、市
民や関係機関と一緒に健康づくりに取り
組みます。

・スマイルエイジング関連事業数　　　55事務事業
・スマイエイジング強化月間応援サポーター数146団体 A 予定どおり実施できた

・スマイルエイジング関連事業数　　　60事務事業
・スマイエイジング強化月間応援サポーター数150団体

63 健康増進課

・定例健康相談：12回　70人
・随時相談：来所　9件  電話　111件
・SOS健康・情報センターからの情報発信・受信：28回

A 予定どおり実施できた
・定例健康相談：12回　80人
・随時相談：来所　15件  電話　120件
・SOS健康・情報センターからの情報発信・受信：30回

63 健康増進課

・地域包括支援センター　1か所
・サブセンター　　　　      　5か所 A 今後も相談支援体制の充

実に努めていく。
・地域包括支援センター　1か所
・サブセンター　　　　      　5か所

63 高齢福祉課

1
母性保護の重要性と正しい
認識のための啓発

マタニティマークの周知や妊娠届出時の
面接相談の実施、マタニティひろばの開
催などにより、母性保護の重要性と正し
い認識のための啓発に努めます。

・妊娠届出時に説明
・妊娠届出数：308件
・マタニティひろば：
　　　　　　来所15回　113人
　　　　　　オンライン1回　1人

A 予定どおり実施できた

・妊娠届出時に説明
・妊娠届出数：320件
・マタニティひろば：
　　　　　　来所16回　100人

64 健康増進課

2
妊娠・出産期から乳幼児期の
母子保健の充実

妊娠届出時から安心して出産・育児がで
きるよう、健康診査や家庭訪問の実施、
子育て世代包括支援センター・ココシエ
の設置など母子保健の充実を図り、切れ
目のない支援を行います。

・家庭訪問延件数　441件
　電話、来所相談　1,745件
・幼児集団健診（1歳6か月、3歳6か月）　26回　665人

A 実績は減少しているが、必
要な支援はできている

・家庭訪問延件数　450件
　電話、来所相談　1,800件
・幼児集団健診（1歳6か月、3歳6か月）　24回　720人

64 健康増進課

3
妊娠・出産・子育てへの社会
的支援

各種健康診査の受診補助や予防接種、不
妊治療費助成制度など、安心して出産、
育児ができるよう社会的支援の充実を図
ります。

●各種健康診査の受診補助や予防接種
・妊婦健康診査補助券発行申請数：337人
・妊婦歯科健康診査補助券発行申請数：326人
・精密健康診査受診票発行数：68人（乳児6人　幼児62人）
・乳児一般健康診査受診券申請数：294人
・定期予防接種
BCG：270人、2種混合:394人、4種混合:1,180人、
MR:715人、日本脳炎:1,430人　ロタウイルス：534人
子宮頸がん:363人　子宮頸がん（キャッチアップ）:579人
ヒブ:1,130人　小児用肺炎球菌:1,127人
水痘:576人　Ｂ型肝炎:811人

●不妊への支援
申請件数一般不妊：36件
　　　　　   人工授精：16件

A 予定どおり実施できた

●各種健康診査の受診補助や予防接種
・妊婦健康診査補助券発行申請数：360人
・妊婦歯科健康診査補助券発行申請数：320人
・乳児一般健康診査受診券申請数：330人
・定期予防接種
BCG：350人、2種混合:400人、4種混合:1,400人、
MR:810人、日本脳炎:1,800人　ロタウイルス：680人
子宮頸がん430人　子宮頸がん（キャッチアップ）:650人
ヒブ:1,400人　小児用肺炎球菌:1,400人
水痘:720人　Ｂ型肝炎:1,020人

●不妊への支援
申請件数一般不妊：39件
　　　　　　人工授精：15件

64 健康増進課

3 適切な性教育の推進

1 性に関する学習指導の充実

学習指導要領及び学校保健・安全計画に
基づいた体育科・保健体育科において適
切な性教育を行います。また、学校・家
庭における性に関する学習機会の充実を
図ります。

・特設授業や性に関する授業参観日を開催 B

・各学校においては、保健体
育科、学級活動等において、
成長段階に応じた性教育を実
施している。しかしながら、学
校・家庭における性に関する
学習機会の充実には課題が
残る。

・特設授業や性に関する授業参観日を開催 65 学校教育課

1
飲酒・喫煙・薬物・性感染症
等に対する学校教育の実施

全小中学校において「薬物乱用ダメ。絶
対。教室」の実施など、児童生徒に適切
な指導を実施します。

・全学校実施 A

教育課程に位置づけてお
り、全小・中学校において
計画的に実施することがで
きた。

・全学校実施 67 学校教育課

2 自殺防止に関する啓発

市広報やホームページ、ラジオ等によ
り、市の自殺の現状やうつ病等に関する
正しい知識と相談機関の周知や自殺予防
週間、自殺対策強化月間の啓発に努めま
す。

・市広報、ホームページ、ラジオ等での普及啓発：4回 A 予定どおり実施できた ・市広報、ホームページ、ラジオ等での普及啓発：4回 67 健康増進課

3 喫煙の害に関する啓発

子ども市民教育推進事業での健康教育や
禁煙・分煙ルールの実施、禁煙外来等た
ばこ対策に関する周知の啓発に努めま
す。

・子ども市民教育推進事業での健康教育：3回
・市広報、ラジオ、出前講座等での普及啓発：2回 A 予定どおり実施できた

・子ども市民教育推進事業での健康教育：3回
・市広報、ラジオ、出前講座等での普及啓発：2回

67 健康増進課

4

生涯を通じたみんなの健康の支
援

8

誰もが安心して
暮らせる地域社
会づくり

2

心身の健康をおびやかす問題
についての対策の推進

3
相談体制・情報提供体制の
充実

定例健康相談や高齢者相談事業等の実
施、SOS健康・情報センターからの情報発
信など様々な相談体制や情報提供体制の
充実を図ります。

　

Ⅲ

生涯を通じた健康の保持増進
対策の推進

1

妊娠・出産等に関する健康支
援

7 ページ


